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○
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正

平
二
五
・
一
一
・
二
二

法

八

一

附

則
（
抄
）

(施
行
期
日
)

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
。

(地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
)

第
三
条

地
方
自
治
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

農
林
漁
業
の
健
全
な
発
展
と
調
和

の
と
れ
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

電
気
の
発
電
の
促
進
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
十

一
号
）

こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事

務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

一

第
七
条
第
四
項
第
二
号
及
び
第
十
一
項
第
一
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

第
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り

都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
同
一
の
事
業
の
目

的
に
供
す
る
た
め
二
ヘ
ク
タ
ー
ル
を
超
え
る
農
地
を
農
地
以
外
の
も
の

に
す
る
行
為
又
は
同
一
の
事
業
の
目
的
に
供
す
る
た
め
二
ヘ
ク
タ
ー
ル

を
超
え
る
農
地
若
し
く
は
そ
の
農
地
と
併
せ
て
採
草
放
牧
地
に
つ
い
て

農
地
法
第
三
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
権
利
を
取
得
す
る
行
為
に
係

る
設
備
整
備
計
画
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

二

第
七
条
第
四
項
第
五
号
（
第
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
事
務
（
民
有
林
に
あ
つ
て
は
、
森
林
法
第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号

か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
指
定
に
係
る
保

安
林
に
お
い
て
行
う
行
為
に
係
る
設
備
整
備
計
画
に
係
る
も
の
に
限

る
。）

三

第
七
条
第
九
項
第
一
号
（
第
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
事
務

平
二
五
・
一
一
・
二
七

法

八

四

附

則
（
抄
）

(施
行
期
日
)

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
。〔
た
だ
し
書
略
〕

(地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
)

第
六
十
七
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
の
項
中
「
薬
事
法
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の

品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、「
第
二
十
一
条
、
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び
第
四
項
」

を
「
第
二
十
一
条
、
第
二
十
三
条
の
二
の
二
十
一
、
第
二
十
三
条
の
四
十
一
、
第
六
十
九
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び

第
五
項
、
第
六
十
九
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
る
。

平
二
五
・
一
二
・
四

法

九

〇

附

則
（
抄
）

(施
行
期
日
)

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
)

第
三
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
公
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
の
不
徴
収
及
び
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
）
の
項
中
「
公
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
の
不
徴
収
及
び
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金

の
支
給
に
関
す
る
法
律
」
を
「
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
」
に
、「
第
五
条
」
を
「
第
四
条
」

に
、「
第
七
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
六
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
」
に
、「
及
び
第
十
七
条
第
一
項
」

を
「
、
第
十
七
条
及
び
第
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

平
二
五
・
一
二
・
一
三

法

一

〇

一

附

則
（
抄
）

(施
行
期
日
)

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
。〔
た
だ
し
書
略
〕

(地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
)

第
三
条

地
方
自
治
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年

法
律
第
百
一
号
）

第
三
条
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
、
第
四
条
、
第
五
条
、
第
八
条
第
一

項
及
び
第
五
項
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
五
条
、

第
十
八
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
五
項
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
第
二

項
、
第
二
十
八
条
並
び
に
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都

道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務平

二
五
・
一
二
・
一
三

法

一

〇

二

附

則
（
抄
）

(施
行
期
日
)

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
。〔
た
だ
し
書
略
〕

(地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
)

第
十
三
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
の
項
第
四
号
中
「
第
三
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項

ま
で
」
を
「
第
三
十
条
」
に
、「
第
三
十
二
条
」
を
「
第
三
十
二
条
第
一
項
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
（
こ
れ

ら
の
規
定
を
第
三
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）」
に
、「
及
び
第
三
十
五
条
第
一
項
」
を
「
、

第
三
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
六
条
並
び
に
第
四
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
第
五

十
二
条
」
の
下
に
「
か
ら
第
五
十
二
条
の
三
ま
で
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
第
七
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

八

第
五
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

別
表
第
一
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
項
中
「
及
び
第
四
項
か
ら
第
六

項
ま
で
」
を
「
、
第
三
項
及
び
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
に
、「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
、「
第

八
条
第
二
項
」
を
「
第
九
条
第
二
項
」
に
、「
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
並
び
に
第
二
十
九
条
」

を
「
第
九
条
第
一
項
並
び
に
第
十
条
並
び
に
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
農
地
中
間
管
理
事
業

の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
三
条
及
び
第
三
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

平
二
五
・
一
二
・
一
三

法

一

〇

四

附

則
（
抄
）

(施
行
期
日
)

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。〔
た
だ
し
書
略
〕

(地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
)

第
十
四
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
の
項
第
一
号
中
「（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
「
及
び
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
並

び
に
第
八
項
」
に
、「
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
四
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
」
に
、

「
第
五
十
五
条
」
を
「
第
五
十
五
条
の
二
」
に
、「
第
六
十
一
条
」
を
「
第
五
十
五
条
の
四
、
第
五
十
五
条
の
五
、
第

六
十
一
条
」
に
改
め
、「
第
七
十
七
条
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
加
え
、
同

項
第
二
号
中
「
及
び
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
二
十
九
条
第
二
項
」
を
加
え
、「（
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）」
を
「
、
第
四
十
九
条
の
二
第
四
項
（
第
四
十
九
条
の
三
第
四
項
及
び
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
及
び
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
四

十
九
条
の
三
第
一
項
」
に
、「
、
第
五
十
一
条
第
二
項
並
び
に
」
を
「
及
び
第
五
十
一
条
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
及
び
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、」
に
、「
第
五
十
四
条
の

二
第
四
項
及
び
第
五
十
五
条
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
」
を
「
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
及
び

第
五
十
五
条
の
二
に
お
い
て
」
に
、「
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
」
を
「
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
及
び
第

五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
」
に
、「
第
五
十
五
条
の
二
」
を
「
第
五
十
五
条
第
一
項
、
第
五
十
五
条
の
三
」
に
改
め
、

「
第
七
十
八
条
」
の
下
に
「
、
第
八
十
三
条
の
二
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
市
町
村
が
」
の
下
に
「
第
二
十
九
条

第
二
項
、」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
第
二
十
四
条
第
六
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六

年
法
律
第
三
十
号
）
の
項
及
び
同
表
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に

23



関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
の
項
中
「
別
表
」
を
「
別
表
第
三
」

に
改
め
る
。

平
二
五
・
一
二
・
一
三

法

一

〇

五

附

則
（
抄
）

(施
行
期
日
)

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。〔
た
だ
し
書
略
〕

(地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
)

第
四
条

地
方
自
治
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八
の
二

生
活
困
窮
者
の
自
立
支
援
に
関
す
る
事
務

平
二
五
・
一
二
・
一
三

法

一

〇

六

附

則
（
抄
）

(施
行
期
日
)

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
)

第
四
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六

年
法
律
第
三
十
号
）
の
項
中
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律
」
を
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶

者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、「
第
十
四
条
第
四
項
」
の
下
に
「（
第
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）」
を
加
え
、
同
表
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
の
項
中
「
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
」
を
「
中
国
残
留
邦
人
等
の

円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第

十
四
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

平
二
五
・
一
二
・
一
三

法

一

一

一

附

則
（
抄
）

(施
行
期
日
)

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
。〔
た
だ
し
書
略
〕

(地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
)

第
六
条

地
方
自
治
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

が
ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
五
年
法
律
第
百
十
一
号
）

第
六
条
（
第
三
項
及
び
第
四
項
を
除
く
。）、
第
七
条
、
第
八
条

第
一
項
、
第
十
条
第
二
項
（
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）
及
び
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府

県
又
は
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

平
二
六
・
三
・
三
一

法

五

附

則
（
抄
）

(施
行
期
日
)

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。〔
た
だ
し
書
略
〕

(地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
)

第
七
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
の
項
第
二
号
中
「
平
成
二
十
五
年
度
」
を
「
平
成
二

十
八
年
度
」
に
改
め
る
。

平
二
六
・
三
・
三
一

法

一

〇

附

則
（
抄
）

(施
行
期
日
)

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。〔
た
だ
し
書
略
〕

(地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
)

第
百
五
十
七
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
項
第
一
号
中
「
第
七
十
条
の
四
第
三
十
五

項
（
第
七
十
条
の
六
第
四
十
項
」
を
「
第
七
十
条
の
四
第
三
十
六
項
（
第
七
十
条
の
六
第
四
十
一
項
」
に
改
め
、
同

項
第
二
号
中
「
第
七
十
条
の
四
第
三
十
五
項
（
第
七
十
条
の
六
第
四
十
項
」
を
「
第
七
十
条
の
四
第
三
十
六
項
（
第

七
十
条
の
六
第
四
十
一
項
」
に
、「
第
七
十
条
の
四
第
三
十
六
項
（
第
七
十
条
の
六
第
四
十
一
項
」
を
「
第
七
十
条
の

四
第
三
十
七
項
（
第
七
十
条
の
六
第
四
十
二
項
」
に
改
め
る
。

○
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正

平
二
五
・
八
・
一
九

政

令

二

三

七

附

則
（
抄
）

(施
行
期
日
)

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
法
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

(地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
)

第
三
条

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律

施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
二
百
三

十
七
号
）

第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事

務
（
同
項
に
規
定
す
る
事
務
に
あ
つ
て
は
、
海
岸
法
施
行
令
第
一

条
の
五
第
一
項
第
一
号
、
第
五
号
か
ら
第
六
号
の
二
ま
で
、
第
十

二
号
又
は
第
十
五
号
に
掲
げ
る
権
限
に
係
る
事
務
を
行
つ
た
と
き

の
通
知
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

平
二
五
・
九
・
二
六

政

令

二

八

五

(地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
)

第
三
条

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
二
十
一
条
の
三
第
二
号
中
「
第
九
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
災
害
救
助
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
二
百
二
十
五
号
）
の
項
中
「
第
九
条
、
第
十
一
条
、
第

十
四
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
三
条
、
第
五
条
、
第
八
条
第
二
項
第
二
号
」
に
、「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
十
七
条
」

に
改
め
、
同
表
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
の
項
中
「
第
十
四
条
第
二
項
第
二
号
」

を
「
第
八
条
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
る

附

則
（
抄
）

(施
行
期
日
)

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
災
害
対
策
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行

の
日
（
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。〔
た
だ
し
書
略
〕

平
二
五
・
一
一
・
七

政

令

三

〇

七

(地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
)

第
一
条

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
七
十
四
条
の
三
十
六
第
六
項
中
「
第
三
十
三
条
の
五
」
を
「
第
三
十
三
条
の
八
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
二
五
・
一
一
・
二
七

政

令

三

一

九

(地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
)

第
三
条

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
中
「
第
五
条
第
十
二
項
」
を
「
第
五
条
第
十
一
項
」
に
、「
同
条
第
二
十
六
項
」

を
「
同
条
第
二
十
五
項
」
に
、「
同
条
第
十
四
項
」
を
「
同
条
第
十
三
項
」
に
、「
同
条
第
十
五
項
」
を
「
同
条
第
十

四
項
」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
四
条
の
三
十
二
第
一
項
及
び
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
十
二
第
一
項
中「
第
五
条
第
十
二
項
」を「
第

五
条
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則
（
抄
）

(施
行
期
日
)

1

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
二
六
・
一
・
一
六

政

令

八

附

則
（
抄
）

(施
行
期
日
)

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
)

第
三
条

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
二
十
号
）
の
項
中
「
第

二
十
九
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
を
「
第
二
十
九
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

平

二

六
・
二
・
五

政

令

二

五

附

則

(施
行
期
日
)

1

こ
の
政
令
は
、
薬
事
法
及
び
薬
剤
師
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六
年
六
月
十
二
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

(地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
)

2

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
薬
事
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
十
一
号
）
の
項
第
一
号
中
「
、
第
三
十
六
条
第
四
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
削
り
、「
第
七
十
四
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
七
十
四

条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
第
三

十
六
条
第
四
項
」
を
「
第
七
十
四
条
の
二
第
六
項
」
に
、「
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
同
条
第
三
項
及
び
第
四

項
」
に
改
め
る
。

平
二
六
・
三
・
三
一

政

令

一

三

三

(地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
)

第
一
条

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
七
条
の
四
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
平
成
二
十
一
年
度
」
を
「
平
成
二
十
六
年
度
」
に
改
め
、

「
第
十
四
条
第
一
項
」
と
」
の
下
に
「
、「
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
交
付
金
に
あ
つ
て
は
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
附
則

第
七
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
百
分
の
二
十
五
の
率
を
百
分
の
十
五
と
し
、
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
交
付
金
に
あ
つ
て

は
同
法
第
十
四
条
第
一
項
」
と
」
を
加
え
、「
及
び
第
七
条
の
二
第
二
項
」
を
「
、
第
七
条
の
二
第
二
項
及
び
第
七
条

の
三
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
と
す
る
。

附

則
（
抄
）

(施
行
期
日
)

1

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
二
六
・
三
・
三
一

政

令

一

四

五

附

則
（
抄
）

(施
行
期
日
)

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。〔
た
だ
し
書
略
〕

(地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
)

第
四
十
一
条

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
四
十
三
号
）
の
項
第
一
号
中
「
第
三
十
九
条
の
七

第
七
項
」
を
「
第
三
十
九
条
の
七
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
四
十
条
の
六
第
三
項
、
第
五
項
、
第
十

三
項
、
第
十
六
項
第
二
号
、
第
三
十
八
項
及
び
第
四
十
五
項
第
四
号
（
第
四
十
条
の
七
第
四
十
九
項
」
を
「
第
四
十

条
の
六
第
四
項
、
第
六
項
、
第
十
項
、
第
十
五
項
、
第
十
八
項
第
二
号
、
第
四
十
四
項
及
び
第
五
十
一
項
第
四
号
（
第

四
十
条
の
七
第
五
十
六
項
」
に
、「
第
四
項
、
第
十
八
項
第
二
号
及
び
第
四
十
三
項
」
を
「
第
五
項
、
第
九
項
、
第
二

十
項
第
二
号
及
び
第
五
十
項
」
に
改
め
る
。

○
地
方
自
治
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

平
二
六
・
三
・
三
一

総

務

令

三

九

地
方
自
治
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

地
方
自
治
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
内
務
省
令
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
一
項
第
七
号
及
び
第
八
号
を
削
る
。

第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ヌ
及
び
ル
を
削
る
。

第
二
十
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

第
二
十
一
条
第
二
項
中
「（
第
一
項
第
一
号
ル
を
除
く
。）」
を
削
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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